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公 安 委 員 会 会 議 録 

 

開 催 日 時 

自 午後 １時００分 

令和７年１０月２２日（水）   

              至 午後 ３時５６分 

 

開 催 場 所 

 

 

 山口県警察本部公安委員会室、同公安委員室 

 

出 

席 

者 

公 安 委 

員 
 野村委員長 弘永委員 今村委員 

 

 

第１ 審議概要 

本部長、警務部長、生活安全部長、地域部長、刑事部長、交通部長、警備部長、情報

通信部長及び首席監察官同席の上、下記の報告を受けた。 

 

１ 令和７年度山口県警察学生ボランティア活動報告会の開催結果 

警務部長から、 

学生ボランティア活動の裾野拡大や活性化を図るため、年に１回、ボランティア活

動報告会を開催し、参加者に対してボランティア活動の意義とそこから得られる学び

を体感できる場を提供するとともに、学生による活動報告やグループワークを行うこ

とにより自主性の促進を図るもの。 

⑴ 開催日時及び場所 

令和７年１０月１３日（祝・月）午後２時から午後４時２０分 

山口市小郡令和１丁目１番１号 ＫＤＤＩ維新ホール 

⑵ 参加者 

県内の大学や高校等に在学している学生等、２０名が参加 

⑶ 開催内容 

ア 山口県立山口高等学校教諭による講話 

   講話内容は、ボランティア活動を通じて得た学びと成長 

イ 警察学生ボランティア参加学生による発表 

〇 高森みどり中学校・高森高校によるＶＲ動画制作 

ネットトラブル防止や道路上における交通ルール等について、中学生及び高

校生と山口県警察が協働して制作した動画を会場で視聴してもらいながら、制

作に携わった感想などの発表を行った。 

〇 下関市立大学生による各種広報啓発活動 

大学生による保育園児対象の交通安全教室の開催や、闇バイト加担防止広報

活動など、自身の体験談や活動を通じて得られた経験について発表を行った。 

ウ グループワーク（ボランティア活動の活性化に向けた取組） 

参加者を２グループに分け、ボランティア活動を実施する際の問題点や課題、 

今後参加したいボランティア活動について意見交換を行った。 

⑷ 参加者の反響等 

参加した学生からは、「講演を聞いたことで、ボランティア活動への概念が変わっ

た。」、「色々な学生の活動状況や想いを聞けたことで、刺激を受けた。」、「様々な年
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代の方と意見交換ができたことで、考えが深まった。」など、好意的な意見が多数あ

り、こうした意見を参考とし、今後のボランティア活動の活性化につながる施策等

を講じていく。 

⑸ 参考事項 

山口県警察学生ボランティア活動証明書交付制度「ＭＩＬＡＩ」の運用状況等に

ついて、令和７年９月末現在のボランティア活動等の開催件数は８０件、参加者は

延べ５７２名となっており、内訳として高校生の参加が多い状況である。 

旨の説明があった。 

今村委員から、「ボランティア活動の活性化に向けたグループワークについて、開催

状況は如何であったか。話し合っただけで終わってはいけないと思うので、議論を踏ま

え、今後の更なる活躍に期待する。ボランティア活動の面白さや手法等を話し合うこと

により、参加者のボランティア活動に対する意識が向上し、警察業務の魅力を伝えるこ

とにもつながるのではないか。」旨の発言があり、警務部長から、「グループワークにつ

いて、参加者同士で様々な経験や問題点を話し合ってもらった。参加者からは、留学生

や外国人に対する多言語表示の必要性や、ボランティア活動へ参加する若い人の割合が

少ないなどの意見があった。」旨の説明があった。 

弘永委員から、「ボランティア活動を若い時期に体験することは、学生にとって重要

であると思う。今後、活動の裾野を広げる意味では、中学生等が簡易な活動に幅広く関

われるようにすると良い。ボランティア活動に際しては警察側からいくつかのプログラ

ムを提示していると思うが、具体的にどのような活動を行っているのか。」旨の発言が

あり、警務部長から、「学生に対し、ボランティアによるイベントの紹介などを通じ、防

犯ボランティアや交通安全広報で使用する動画制作などを行っている。ボランティア活

動後は活動証明書を交付している。」旨の説明があった。 

野村委員長から、「ボランティア活動に係る交流について、他者の感想を聞くことやボ

ランティア同士の意見交換は、次の活動に対するアイディア等が生まれる場合もあると

思うので大切である。現時点で相当数のボランティアが参加されているようなので、ボ

ランティア活動の情報共有についても推進してほしい。」旨の発言があった。 

 

２ 飲酒運転体験会の開催状況 

交通部長から、 

県内初開催であるが、自動車学校において教習車を使用し、飲酒運転体験会を実施

した。これは、体験者が実際に飲酒した状態で自動車を運転することで、アルコール

が自動車を運転する際の「認知・判断・操作」に与える影響や実体験に基づく飲酒運

転の危険性について、報道機関等を通じて広く県民に周知し、飲酒運転の根絶を図る

ものである。 

⑴ 開催日時及び場所 

令和７年１０月９日（木）午後４時頃から午後８時頃まで 

山口市小郡下郷 小郡自動車学校 

⑵ 体験者 

〇 報道関係 ４人（テレビ局３社、新聞１社） 

〇 関係団体 ２人（山口県飲食業生活衛生同業組合、山口県安全運転管理者協議

会） 

⑶ 実施内容  

約１時間飲酒した後、教習車を用い自動車学校内の試験場コースにおいて飲酒運

転を体験したほか、飲酒前後の飲酒検査と俊敏性測定を行った。 
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飲酒検査は、飲酒終了直後から体内のアルコール濃度の測定を行ったもので、体

験者は２０歳代～６０歳代であったが、それぞれ呼気１リットルあたり０．２０ｍｇ

～０．７８ｍｇのアルコール濃度があり、３０分ごとに計測したが１時間半を経過

してもアルコール濃度は高い方がほとんどであった。 

俊敏性測定について、飲酒後は体験者全員の認知・判断・操作を含む俊敏性が低

下する結果となった。 

飲酒後、教習車による試験場コース走行（Ｓ字、クランク、スラローム走行）の

体験を行ったところ、速度超過や、脱輪、合図不履行などがあり、的確な運転操作

が困難となっている状況が認められた。 

⑷ 反響 

体験者からの反響として、報道関係者からは、「最初は運転できると思っていた

が、運転してみると指導員に急ブレーキを踏まれたりカーブでふくらんだりして注

意を受けた。」や、「運転中に指導員に右とか左とかコースを示されたが、左右がよ

くわからなくなり違う車線に入っていた。」、「酔っている自覚はあまりなかったが、

数値に出ていて驚いた。」などの反響があり、関係団体参加者からは、「酔ってふら

つき、まともに運転できなかった。」、「しっかりしているつもりが一番怖いと思っ

た。」、「とても貴重な体験ができ、この体験を様々な場で紹介していきたい。」など

の反響があった。 

さらに、飲酒運転体験に同乗した指導員からは、「スピードの出しすぎや、合図が

出せていない、ハンドル操作ができていない。」などの指摘があった。 

⑸ 今後の方針 

既にニュース報道などで放映されており、飲酒運転の根絶に向けた広報効果は高

いものと認められたため、来年も同時期に開催していきたい。 

旨の説明があった。 

今村委員から、「自動車学校を貸し切っているとはいえ、飲酒運転の体験を大々的に

行うことに疑問を持った。報道についても一部の視聴者から否定的な意見が出るのでは

と心配した。飲酒運転は、無関係の方を巻き添えにするなど、重大かつ悲惨な交通事故

に繋がってしまうことを、報道内容に付け加えてもらえればよかったと思う。」旨の発

言があった。 

弘永委員から、「報道で拝見した。初めての取組とのことで、画期的だと感じた。飲

酒運転は気を付けるのではなく、行ってはならないといった基調で報道してもらえれば

よかった。さらに、飲酒運転を行った結果、運転免許取消処分や罰金などの不利益があ

ることも報道内容に付け加えてもらえればよかったのではないか。」旨の発言があった。 

野村委員長から、「自分では大丈夫だと思っていても飲酒運転は危険であると体感して

もらい、その状況を報道することで注意喚起につながることから、良い取組であると感

じた。今回、飲酒運転を体験した際の呼気中アルコール濃度と同等の数値で、過去に悲

惨な事故が起こっていることを報道内容に付け加えてもらっても良かったのではないか

と思う。ところで、本取組については、賛否があると思うが、警察への苦情等はあった

か。」旨の発言があり、交通部長から、「現状では苦情等はない。」旨の説明があった。 

 

第２ 決裁・報告 

   課長等から下記のとおり説明を受け、決裁を行うなどした。 

 

 １ 決裁概要 

⑴ 運転免許の行政処分 
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   運転管理官から、本日の出席者７名の処分理由に係る事案概要、意見の聴取におけ

る供述内容について説明を受けた後、審議のうえ量定どおり処分を決定し、そのほか

意見の聴取等欠席者１２名の処分を決定し、２名を再呼び出しとした。 

⑵ 審査請求の受理 

運転管理官から、９月８日付けで公安委員会が行った処分について、審査請求を受

理した旨の説明を受け、決裁した。 

⑶ 審査請求に対する弁明書の提出 

  運転管理官から、審査請求人に対する弁明書の送付及び反論書の提出要求について

説明を受け、１０月８日に受理の報告を受けた審査請求について、弁明書を決定し、

決裁した。 

⑷ 警察署協議会委員の辞職の承認及び選考 

公安委員会会務官から、警察署協議会委員の辞職及び選考について説明を受け、決

裁した。 

 ⑸ 公安委員会宛て文書への対応方針 

   公安委員会会務官から、公安委員会宛てになされた文書について対応方針の説明を

受け、決裁した。 

⑹ 警察職員の派遣に係る援助要求（２件） 

警備課長から、福井県公安委員会からの原子力施設の警戒警備に従事させるための

援助要求、三重県公安委員会からの第４４回全国豊かな海づくり大会等に伴う警備諸

対策に係る援助要求について、派遣期間等の説明を受け、決裁した。 

⑺ 周南市における自動運転バスによる公道実証実験に係る公示等 

交通規制課長から、周南市における自動運転バスによる公道実証実験に係る公示等に

ついて説明を受け、決裁した。 

⑻ 光市におけるバリアフリー基本構想に関する協議 

交通規制課長から、光市におけるバリアフリー基本構想に関する協議について説明を

受け、決裁した。 

⑼ 駐車場法施行令に基づく協議 

交通規制課長から、駐車場法施行令に基づく協議について説明を受け、決裁した。 

 

２ 報告概要 

⑴ 山口県公安委員会事務の専決状況 

運転管理官から、９月中の運転免許課関係の山口県公安委員会事務の専決状況につ

いて、生活安全企画課長から、９月中の生活安全企画課関係の山口県公安委員会事務

の専決状況について、交通企画課長から、９月中の交通企画課関係の山口県公安委員

会事務の専決状況について、交通規制課長から、９月中の交通規制課関係の山口県公

安委員会事務の専決状況について、それぞれ報告を受けた。 

⑵ 監察関係業務報告 

    監察官室長から、監察関係業務について、報告を受けた。 

 

第３ 協議 

今後の公安委員会における運営について、協議した。 

  

 


